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山梨県環境影響評価等技術審議会議事録概要 

 

日時：平成３０年１１月２２日（木） 

 

会議出席者 

＜出席委員＞ 

 坂本会長、石井委員、岩田委員、工藤委員、小林委員、佐藤委員、高木委員、田中委員、

福原委員、湯本委員 

 

＜事業者＞ 

東海旅客鉄道株式会社 

中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部 環境保全統括部 奥田担当部長 

環境保全事務所（山梨） 安藤所長、山室副長、市瀬副長、白井氏、 

前田氏、宮崎氏、岡部氏、岩瀬氏 

アジア航測株式会社 国土保全コンサルタント事業部 大橋副事業部長 

社会インフラマネジメント事業部 仲條係長、後藤技師、横内技師、

齋藤技師 

  

＜事務局＞ 

 渡辺大気水質保全課長、大谷課長補佐、甘利副主査、黒田主任 

 

次第 

１ 開会 

２ 議事 

 議題１ 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書に基づく中間報告書（そ

の１）」について 

３ その他 

４ 閉会 

 

資料 

 資料１ 中央新幹線中間報告書に係る意見整理表 

 資料２ 中央新幹線中間報告書に対する知事意見骨子 

事業者説明資料 
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（大谷課長補佐） 

それでは皆様にはご多忙中のところご出席をいただきましてありがとうございます。私は

本日の進行を務めます大気水質保全課環境影響評価担当の大谷でございます。よろしくお

願いいたします。ただいまより、山梨県環境影響評価等技術審議会を開催いたします。初

めに渡辺大気水質保全課長からご挨拶を申し上げます。 

 

（渡辺大気水質保全課長） 

一言ご挨拶を申し上げます。 

お忙しいところ、本審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

今年度 4回目の審議会となりますが、本日の議題は中央新幹線の環境影響評価書に基づく

中間報告書についてでございます。 

本案件につきましては 10月 12日に審議会を開催し、中間報告書の内容について、皆様に

ご審議いただきました。 

本日はその際に出された質疑・意見等について、事業者から追加の説明を受けた後、本審

議会や関係市町の首長の意見を踏まえ作成した知事意見の骨子についてご審議をお願いい

たします。 

今後につきましては、庁内調整を経た後、期限である 1月 8日までに中間報告書について

の知事意見を述べる予定です。 

委員の皆様におかれましては限られた時間ではございますが、幅広い観点からご審議いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

（大谷課長補佐） 

続きまして審議会の開催の要件の可否についてご報告いたします。 

本日の出席状況につきましては 15名の委員のうち 10名が出席の予定ということで、高木

先生は 15分ほど遅れてくるという連絡がございましたけれども、10名の出席ということで

ございますので 2分の 1の出席が得られましたので、条例第 47条第 11項の規定に基づき、

本審議会が成立していることをご報告させていただきます。 

ここで配布資料の確認を行います。お手元の資料の方をご覧ください。 

まず、次第でございます。A4 1枚で裏面に席次表が印刷されておるもの。それからやは

り 1枚で委員名簿。それと資料 1、右肩に資料 1と書かれたもの。それから、1枚になりま

す、資料 2。それからカラー刷りになりますけれども、事業者説明資料ということでクリッ

プで留められたリニア中央新幹線が描かれた資料となります。 

それから委員の皆様のお手元には、参考資料ということで、前回の審議会の議事録の方も

置かせていただいております。審議のご参考にしてください。 

資料不足がある場合は、事務局までお申し出ください。配布資料の方はよろしいでしょう

か。 
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それでは続いて、技術審議会を速やかに進行するために、傍聴人の皆様に次の点について

ご協力をお願いいたします。 

審議中は静かにお願いいたします。拍手、声援、野次等を行わないでください。その他、

審議会の進行を妨げるような行為は行わないでください。 

以上、ご協力をお願いいたします。 

次に、委員の皆様及び事業者の皆様にお願いがございます。本審議会については、開催後

に、議事録を作成し、県ホームページで公表している関係で議事をすべて録音させていた

だいております。このため、発言に当たりましては、必ずマイクを使用して大きな声でお

願いいたします。 

また、お手数ですが、発言の都度、お名前をおっしゃっていただくようお願いします。 

それでは、これより次第に従いまして議事に入らせていただきます。 

議長につきましては、条例第47条第10項により会長が務めることとなっておりますので、

坂本会長に議事進行をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

【議題１ 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書に基づく中間報告書（そ

の 1）」について】 

 

（議長：坂本会長） 

ありがとうございました。 

皆さんお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

まず案件の審査に入ります前に、本審議会の運営方法について確認をお願いいたします。 

本審議会については平成 17 年 7 月 8 日の技術審議会においてご議論いただきましたとお

り、制度の趣旨である公平性・透明性を確保するため、審議そのものについても広く公開

する中で行うことが必要であるということから、動植物の希少種や個人情報に係る部分を

除いてすべて公開とする。議事録については発言者名を含む議事録を公開する。というこ

とで行っておりますので、ご確認をお願いいたします。 

希少動植物保護の観点から、一部の審議につきましては非公開で行いますので、よろしく

お願いいたします。 

また非公開の審議の際には、報道関係者及び傍聴人の方には本会場から一旦退出をお願い

いたします。 

以上、ご協力お願いいたします。 

それでは本日の議題にあります「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書に基

づく中間報告書（その 1）」について、前回の審議で、説明が不十分な部分などを事業者の

方からご説明いただきます。 

そのあと質疑応答と意見交換を行います。 
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これが前半でして、その後に事務局が取りまとめました知事意見骨子について、意見交換

を行いたいと思っております。 

なお、希少動植物に関わる部分については後程まとめて非公開で審議を行います。 

それでは、議題 1に入ります。 

まず、前回の審議で説明が不十分な部分などについて、事業者から説明をお願いしたいと

思います。時間も制限がございますので、なるべく簡潔にお願いしたいと思います。 

では、よろしくお願いします。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

それでは、先日もありがとうございました。ＪＲ東海 中央新幹線山梨工事事務所の担当

課長をしております、安藤と申します。本日も私の方からご説明をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。大変恐縮でございますけども、座ってご説明させていただき

ます。 

先ほど山梨県様の方からもお話がございましたように 10月 12日に 1回審議会を開催して

いただきまして、その際に、我々の方に 66点、色々とご質問いただいてございまして、先

ほど会長の方からもお話もございましたが、お時間がない中で、66 個全部を説明しており

ますと、時間の方が大変なことになってしまいますので、本日、我々の方からは、大きく 6

点に絞って、ご説明をさせていただきたいと思ってございます。 

1点目が水の流量の調査の話について、我々の方からお話を差し上げたいと思います。 

2 点目が現地をご覧いただきました時ご質問いただいて、この場でもご質問いただきまし

たトンネル上部のモルタル吹きの関係のご説明をさせていただきたいと思います。 

それから3番目が、要対策土の現地での置き方と言いますか、それの見栄えと言いますか、

そういったことについて、またご説明をさせていただければと思います。 

それから 4点目が、早川北小学校周辺の工事用車両の運行に関するご質問がございました

けど、こちらの方についてご回答させていただければと思います。 

6 点の中にちょっと入れませんでしたが、1 点、評価書の時にいただいた知事意見に対し

て、フォトモンタージュをというような話があった部分についてはこういうふうになって

おりますというご報告をさせていただきたいと思っています。 

あと、6点と言いましたけれども、希少生物の関係が 2点ございますのでこちらの方につ

きましては非公開の方でご説明をさせていただければと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

それでは、まず一番最初に、水の流量の関係の方からご説明を差し上げたいと思います。 

まず、県様の方から意見集約表みたいなものが配られていると思いますが、A3 の資料で

ございますね。その 8番 9番 10番に当たります。こちらの方についてご説明を差し上げた

いということでございます。 

まずはどのようなご質問だったかと言いますと、簡単に言いますと我々の方で月 1回の流
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量の調査をしているわけでございますが、それでは評価が難しいのではないかというよう

なお話と、それから工事終了後 3 年間の調査ということを申し上げているところでござい

ますが、それではやはり短いのではないかというようなご意見、ご質問だったと認識をし

てございます。 

これにつきましては、まずスライドの説明に入る前に口頭でご回答申し上げますと、我々

といたしましては、水資源の事後調査につきましてはトンネル掘削開始の少なくとも 1 年

前から月 1回実施していくということに変更はなしということでございます。 

これはですね、トンネル工事による水資源への影響を把握するということが目的でござい

ますので、我々といたしましてはトンネルから出てくる水の量、湧水量につきましては日々

監視をしているところでございます。 

こちらの方の量がやはり増えてくれば、それはやはりどこからか水を引っ張ってきている

ということになって参りますのでその時点で周辺のその影響がありそうなところも流量を

調べていくということが必要であるということで、日々の数字自体はそちらのトンネルの

湧水の方から状況が把握できるだろうと認識をしておりますので、湧水の水量、地表水の

流量の評価につきましては月 1 回の調査でよいというふうに考えているところでございま

す。 

また、事後調査につきましては、こういった工事中の調査、それからもしくはその工事後

の調査におきましてですね、減水が見られた場合などにつきましては、これ当然のことな

がら調査頻度を増加したり、調査期間についても当然延長を検討していくということ、そ

れからさらには環境保全措置を追加して、検討していくというようなことをやって参ると

いうことで考えてございます。 

ちなみに、こちらのスライドの方にありますのは、今回、我々の方は中間報告書の内容を

ご説明するのが、本来の趣旨でございますので、中間報告書では実際どういうふうにやっ

たかということでございますけども、ちょっと先に 3 ページの方をご覧いただければと思

いますが、3ページの方が地図になってございまして、今回、スライドの方にお示ししてい

るグラフの場所につきましては、こちらの広河原非常口の、広河原のこちらの方からこち

らの方へ非常時トンネルを掘って行っている状況でございますけども、こちらの方に関す

る資料を例として、参考としてお出しをさせていただいてございまして、この広河原の非

常口トンネルにつきましては、こちらの方からですね、平成 29年の 9月から掘削を、こち

らの方に向かって、し始めているという状況でございます。 

お手元の資料 2ページを見ていただければと思いますが、こちらのすぐ上の、先ほどの 6

番というところで、我々ずっと 3 年間にわたって調査をしておるわけでございますけど、

大体こういったような水の動きをしている中で、ここの部分が、平成 27年のこの部分と平

成 29年のこの部分については全体の流れからすると非常に飛びぬけて、この場合は増えて

いるというような状況にございます。 

こういったものにつきましては、まずは調査日直前に降水があったかとか、降水以外の影
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響が考えられるかというようなことを考えて評価をしております。 

それから、さらには過去のデータと比べて大きな差がないだろうか、先ほど正しくここが

増えているということを申し上げましたが、そういったところ見て評価をしているという

ことになります。 

それから先ほど申し上げましたように、調査地点の上流におけるトンネル内の湧水量、こ

れは毎日チェックをしておりますので、こういったものに変化はなかったかということま

で全部調べまして、今回の中間報告書の評価につなげているというところでございます。 

それでは、中間報告書の評価につきましてはそういった形でやっておりますというのがこ

のスライドの資料の説明の内容になってございます。 

まずこれが水量、湧水の調査、流量の調査に関する当方からの説明でございます。 

続きまして、スライドの方は４ページ。それから質問の集約表につきましては 25 番をご

覧いただきたいと思います。 

広河原の非常口の方に、現地をご覧いただきました時に、上部に 30 センチほどのヒノキ

があって、根元がモルタル吹きがされていたという中で、現地でうちの社員もしくはＪＶ

の職員が、先生がお伺いながられたときに、根が張ってないのでモルタルを吹きましたと

いうようなことを申し上げたというふうに伺っております。 

それは逆であって、根が張っていないのであれば、逆に崩れる恐れがあるから危ないので

はないかというようなご質問いただいていたということでございます。 

こちらにつきましては多分、どうも現地で会話が噛み合っていなかったのではないかなと

いうことで、ちょっと非常に先生に間違ったご回答申し上げて大変申し訳なかったと思っ

ているとこでございますけども、多分、先生はこちらの方を指してご質問されておられた

のではないかなというふうな話をしておりまして、ちょっとうちの人間がどこのことを勘

違いして回答した、若しくは全く頓珍漢な回答をしたのか、ちょっとわからないのでござ

いますけども、これを見ながら、ご説明を差し上げたいと思います。 

まず広河原非常口の坑口周辺の斜面にはですね、これは当然斜面がご覧のとおり、現地に

行っていただきましたとおり、急峻でございますので、安定化対策といたしまして、設計

上必要な範囲に、モルタルの吹き付けとそれから格子枠の設置をする計画をしているとい

う状況でございます。 

本来であれば、設計上、もう少し広い範囲を格子枠にしなければいけないようでございま

すけれども、それは最終形の話でございまして、まずはトンネル掘削の施工上ですね、最

低限必要な範囲でまず格子枠にしているということで、この部分と、この部分につきまし

ては既に格子枠を 3段施工してあるという状況でございます。 

最終的には、現在モルタルを吹きつけてある箇所についても、格子枠を設置をしていくと

いう計画にしてるということでございます。 

その上で現地ご質問いただきました、この部分につきましては、現地でのご説明が間違っ

ておりまして、書いてございますように樹木をまだ伐採せずに、張った根をそのまま使い、
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まだ樹木が生きている状態のままで、まずモルタル吹き付けをして斜面の安定化をしてい

るということでございます。 

一方、こちらの方は、実は元々東京電力さんの高圧線があったということで、その直下で

あったという関係で、元々樹木がない、伐採されていたと書いてありますが、元々樹木が

ない状態で、こちらの方には逆に全く根がない状態で、斜面でございますので、そこには

普通にコンクリート、モルタルを吹き付けてあるというような状況でございます。 

ちょっとこれを、先生へのご説明は大変間違っていて、大変申し訳なかったのでございま

すけれども、こちらの方はそういった形で今も根を残した状態でモルタルの吹き付けをし

ていると、それで最終的にはこの部分についてもこの部分についても、この格子枠を施工

いたしまして、さらにちゃんとした安定化を図るということを現在考えておるというとこ

ろでございます。 

これがモルタルに関するご質問についてでございました。 

それから続きまして、要対策土の置き方に関してのご説明でございます。スライドの方、

お配りしている資料でございますと 5 ページ目。それから、集約表の方ではですね、42 番

43番 44番でございます。 

こちらの方のご質問は、仮置きのシートがブルーシートであるけれども、ブルー以外のシ

ートはないのかというようなお話でした。 

それから発生土仮置き場の影響検討ということで、日常景観を考えてもらいたいというこ

とで対応できないのかというご質問だと認識してございます。 

発生土の部分につきましては、あくまでも仮置きの段階におきましてはブルーシートで

我々としてはやっていく考えでございます。現地ご覧いただいた先生方には、ご覧いただ

きましたけども、雨畑のように、最終的に、もうこの後少なくとも搬入はないと、最終的

な発生土置き場のところに持っていく時に、搬出するときは別でございますけども、現在

残念ながら最終的な発生土置き場がまだ決まっていない段階で、一旦こちらの方には新た

な搬入はございませんので、こういった状況になりましたら、こういうアースカラーの深

緑色の遮水シートを設置させていただきますけれども、この中がまだ、土が動いている段

階におきましてはブルーシートで引き続きやらせていただくという考えでございます。 

それから日常景観を考えてもらいたいというお話でございましたけども、当社といたしま

してはですね、現在設置している発生土仮置き場の部分、発生土置き場の部分につきまし

てはですね、周辺地域に主要な眺望点ですとか、景観資源、集落等日常的な視点場、主要

な人と自然との触れ合いの活動の場は存在しないというふうに考えておるところでござい

まして、それでございますので調査とか影響検討の対象外にしているというところでござ

います。 

一方で要対策土の仮置き場につきましては先ほどご説明いたしましたように、一旦あくま

でも一旦、仮置き場に搬入が終わった、完了した後に、このような深緑色のアースカラー

を使った遮水シートを被せて、周辺の景観に配慮していくということを考えているという
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ところでございます。 

では次に参らせていただきます。 

次は早川北小学校周辺の工事用車両運行に関するご質問をいただいてございまして、スラ

イドナンバーは 6番、それから意見集約表の方で言いますと 50番というところでございま

す。 

50 番の中身につきましては、こちらの方、我々の説明がちょっと足りなくて大変申し訳

なかったんでございますけども、当日 10 月 12 日のご質問では発生土置き場が塩島の周辺

で増えているという中で、通学路周辺において交通安全対策をとっているのかというご質

問で、特にその迂回路の設置の意味合いがちょっとわからないというご質問をいただいて

ございました。ですから改めて、我々もどんな形で、今まずやっておりまして、近い将来

どのようにしたいかということを改めてご説明をさせていただければと考えてございます。 

こちらの方はですね、一番問題の早川北小学校というのはこちらでございます。この前、

現地をご覧いただいた先生方にはお通りいただいた県道はこれでございまして、我々の説

明の際にお連れいたしましたＪＶの事務所が大体この辺にあるところでございまして、こ

の図面よりも左側の方に我々の工事の非常口がある状況でございます。 

それから塩島地区の発生土置き場が集中しているところが正しくこの部分で、小学校を挟

んで、南北にこのようにずらっと並んでいると。それからさらに、今これから行くように

なりますけども、西之宮地区の発生土の仮置き場は逆にこちらの図面の右側。それから、

雨畑の発生土仮置き場につきましても、やはりこの図面の右側になるということで、現場

の方から、例えばこちらの方の発生土置き場、発生土仮置き場、さらには西之宮でござい

ますとか雨畑に行く際につきましても、すべてこの早川北小学校のこの部分を車が通って、

土を運んでこちら右側に行き、空になったダンプがここを左に行くというような状況であ

ったということでございます。 

特にこの県道、基本的にはずっと 2車線ございますけれども、この早川北小学校の真前だ

けが、非常に幅員が狭く 2 車線が確保されていないような状況になっているということで

ございます。それで、非常に、まさしくこの部分は狭いということでございます。 

この辺につきまして地元様の方から、何とか対策できないのかというようなご要望いただ

いたということで、我々の方でも迂回路を検討して参ったというところでございます。 

現在この迂回路を、ここ（早川北小学校前）を通らないで 2車線の道路から 2車線の道路

へ抜けられるよう、この部分から曲がりまして、今ここを作っているところでございます

けども、この部分を作りまして、後はこの川に橋をかけまして、このようにこちらから出

てくるということで、小学校の前の狭い区間というのを何とか回避しようと考えていると

ころでございます。 

それで、これが完成すれば、一番狭い部分については通行を回避することができるという

ことで、今この迂回路の完成を急いでいるという状況でございます。 

それでは完成していないからどうしているんだということを、当然ご心配いただくところ
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でございますけども、ここに書いてございますように今現在のところはこういったソフト

の対策しかできませんので、まずは工事用車両の運転者に要注意箇所として減速するよう

に教育を実施しておるということでございまして、我々としてはちゃんとやれていると、

我々が見ている中ではやっておりますので、やれているというふうに認識しております。 

また注意喚起の看板なんかを設置するということで、速度注意でございますとか、子供飛

び出し注意というような看板をこういったところ設置をさせていただきまして、現場の方

でも注意喚起を図っているというようなことで、今のところは対策をしていると。なるべ

く早い時期にここを完成させまして、小学校の前を通過しないように迂回していくという

ふうに考えているところでございます。 

回答のスライドを使ったご説明については以上でございますけれど、後、お手元の方に資

料が配られて、このスライドと同じ資料の後、5万分の 1の地図が 2枚、お配りさせていた

だいてございますが、こちらの方は意見集約表 34番の方でございまして、景観検討につい

てですね、知事意見の要請があった 14 ヶ所のうち 10 ヶ所のフォトモンタージュが出てい

るけども、どこにある場所か、地図でお示しいただきたいというご質問いただいたので、

こちらの方に示させていただいてございます。 

黒と白の三角印でお示しした箇所が 10 ヶ所ございますので、こちらの方でフォトモンタ

ージュを作成しております。 

ただ、知事意見の要請があったのは 14 ヶ所でございますけども、では残りの 4 ヶ所はど

うなっているのかということについて簡単にお話をいたしますと、花鳥公園につきまして

は山梨実験線区間でございますので、景観を大きく変化するような大規模な改変はないと

いうことで、フォトモンタージュを作成しておりません。 

それからダイヤモンド富士の撮影ポイントにつきましては、鉄道施設の照明による眺望へ

の影響は十分小さいと考えているために作成をしておりません。 

それから森林総合研究所芝生広場につきましてはですね、評価書で予測を行っております

ので、こちらの方は対象外としておるというところでございます。 

それから上成島につきましては保守基地ができるということで、まだ保守基地の施設計画

が定まっておりませんので、保守基地の施設計画が定まりましたら、保守基地の位置、そ

れから接続道の出現による景観の変化の検討を行いまして、住民の皆様の方へフォトモン

タージュをお示しする予定だということでございます。 

まず公開版に関する当社の方のご説明以上となります。 

 

（議長：坂本会長） 

ありがとうございました。 

この A3 の方が皆さんの意見を書きまして、この右側に事業者の見解・回答が書いてあり

ます。その中で幾つか取り上げて、今日は助言をしていただきたいということです。 

お話がなかったことについても、一応回答はいただいておりますので、特に皆さんがご自
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分で質問されたことについては、それが回答でいいかどうかということも含めて、ご検討

いただきたいと思っております。 

それでは今のご説明、それから A3 で書かれております回答について、ご意見・ご質問が

ありましたらよろしくお願いいたします。 

岩田先生お願いします。 

 

（岩田委員） 

山梨大学の岩田です。 

私が前回の会議の際に質問した項目で、水資源に関することにつきまして、今回スライド

と意見整理表の方で返答していただいておりますけれども、まず、今回スライドで紹介し

ていただいたような形で、直近の降水のイベントの有無を考慮して、それらの影響がある

と思われるところを除外して湧水量を把握するということですが、そもそも河川の水量っ

ていうのは、直近の降水等だけで成立しているものではなくて、その履歴を反映している

ものですから、その近傍のですね、天候等を評価するだけではやはり不可能だと思います。 

科学的にもこういった形で流量の増減を評価するということはまずないと思います。 

そして月 1回の実施ということですけれども、これもやはり不十分であると。普通は、前

も申し上げましたけれども水位センサー等を設置、或いは既存の観測所のデータを用いて

常時モニタリングをして流況曲線等を比較してその年が渇水しているのか、豊水している

のか、流量が多いのか、そういった評価をすることになるのが普通であると思います。 

ですので、今回のこの回答で、こういった外れ値を外すことによって評価していきたいと

いうことで、事業性の評価を行うというのは現実的には不可能ではないかというふうに思

います。 

それからトンネル内の湧水量をモニタリングすることによって常時、観測しているという

ことですけれども、それは大変貴重なデータかとは思うのですが、最終的にそれが地表水

にどのような影響が表れているかというところに最も大きな関心があるわけで、そこの事

前データがないことにはトンネル内の湧水量が減ってから周囲の観測を開始しても、事前

のデータがありませんので、どのように変化したかということは評価することができない

かと思います。 

ですので、この高橋の水文モデルで予測されている範囲に関しては、やはり事前に何らか

の観測、或いは既存の観測所を使ったモニタリングというものを行わないことには、そも

そも評価をすることが、できないだろうと。 

先ほどおっしゃったように、事後調査で減水が見られた場合には調査期間の延長と調査頻

度の増加等とおっしゃっておられるのですけれども、そもそも評価できるようなデザイン

になっていないので、その減水をどうやって判断するのかっていうところが、やはりちょ

っと量的に評価することが難しいのではないかと考えております。 

それから、併せまして、1 年前から開始するということですけれども、常時モニタリング



11 

 

が普通行われる手段であると考えると、1年前からですと、そのパターンが一つしか出てき

ませんので、やはり不十分ではないかと。工事を行うことが事前にわかっているのであれ

ば十分に時間的に余裕を持って少なくとも複数年のデータを事前に抗掘削前に得ることが

必要かと思いますし、またトンネルの北側の方に調査地がないことにつきましても、標高

が高いためっていうふうには書かれているのですけれども、実際には御社の自主モニタリ

ングの方では北側斜面でも流量調査をやっておられますので。そういった、その早川の非

常口から早川のトンネルですね、そちらの北斜面の方の河川の応答についてもやはり、検

討していく必要があるのではないかというふうに思っております。以上です。 

 

（議長：坂本会長） 

はい、事業者さん側から何かご説明等ございましょうか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

おそらく、当社との見解の違いということで、平行線になってしまうのですけども、我々

としてはそこで、申し訳ないですけども、トンネルから出てくる湧水の量が当然毎日見て

いるという中でこれが増えてくれば、当然上の方に何か影響があるだろうというふうに判

断できるというところはそういうふうに考えておりますので、そこについてはここに書い

てあるとおりのご回答だということでございます。 

 

（議長：坂本会長） 

まず、今トンネルからも湧水という話でしたけど、工事始めるまでトンネルはないですよ

ね。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

はい。 

 

（議長：坂本会長） 

トンネルが段々長くなってきますよね。そういうことを踏まえると、トンネルからの湧水

で工事の前と後を比べるというのは、普通に考えたらできないと思いますけれど。 

ですから、普通でしたら川を測るのではないでしょうかという見解が一つ。 

それから川の測り方としては普通であればこの月に 1回測ったやつで、増えた、減ったと

いうのはちょっと無理があって、そういうことも、これ多分見解の相違とおっしゃられま

したけどこれ見解の相違というよりも、トンネルの前と後の流量の変化を調べる方法とい

うのが、そちら側ではしっかり考えられていられるのかなという疑問です。 

月に 1回の測定で、それも 1日の測定で、差が見られると考えられる根拠がわからないと。 

どうでしょうか。 

コンサルの方が関わっていると思うので、どのコンサルに聞かれていただいても結構です。 
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どのコンサルに聞かれていただいても結構ですので、この測定法で工事の前と後の水文的

な変化がわかるのかと、聞いていただければ、皆さんそうじゃないという答えだと思いま

すよ。 

 

（福原委員） 

一ついいですか。 

福原ですが。今のことですけれど、元々は今のことですと、ＪＲ東海さんがプランニング

をしてコンサルにこういうふうにやれといってそれに従ってやるとこういう調査が出てく

るのは、致し方ないけども、逆に、こういう分野でのたくさんの経験を持っていると、今

委員長の言ったようなことがごく普通の感覚だと思うので。どっちからかの依頼のやり方

の中で、何か違うのではないかと感じたんです。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

今のお話でございますと、すいません、ＪＲ東海からやれと言ってですね、そういうふう

にルールが決まったわけではなくて、色々な他の環境アセスメントでございますとか、そ

れから専門家からのご意見、さらには当然のことながら我々が雇っているコンサルタント

会社の方からも意見を収集した上で、うちはできるやり方をやっているということでござ

いますので、鉄道会社が素人考えで、これでできるんだからこれでやれというふうに、す

みません、発注受注の関係がございますので、最終的に工事書類はＪＲ東海の方から、こ

ういうふうにやりなさいと指示をしている。これはもうすいません、当然のことでござい

ますけれども、じゃあすいません最初からどなたの意見も聞かずに、これでいいんだと言

ってやったかというと、そこもそうではないので、そこをご理解いただきたいと思います。 

 

（福原委員） 

本当は岩田委員が聞くことなんでしょうけども、そうすると、一般的なこういうアセスの

コンサルをやっているのは、水の変化量だとかそういうものに関してはこういうやり方が

スタンダードですか。 

 

（岩田委員） 

私への質問ですか。 

 

（福原委員） 

いやいや違う。プラスの意見があれば加えてほしいんですが。なんかずれているような気

がします。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 
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我々としては今までの事例なんかも含めて、これがスタンダードであるというふうに思っ

てやっているということです。 

 

（議長：坂本会長） 

トンネルについては山梨県だけでなくとも他の県もございますよね。それも同じようなや

りかたでやっているのですか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

そうですね。同じやり方になってございます。 

 

（議長：坂本会長） 

同じやり方というのは、傍の川で月に 1回流量を測ってというやり方ですか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

そのとおりでございます。 

 

（福原委員） 

ちょっと言葉が出ないです。 

 

（岩田委員） 

山梨大学の岩田です。 

河川数も多いので、全ての川で当然モニタリングをすることは困難である部分はあると思

いますが、御社がやっておられるように、例えば発生土に対しては毎日分析とか、出てく

る湧水、トンネルからの湧水については常時モニタリングというような形で、水質につい

ては非常に丹念な対応を取られていて、それについては、私自身は非常によく対応されて

いると思いますが、やはりこの水資源、水量ですね、こちらについては、この方法では評

価することはやはり難しいと思います。 

まず定量的にどのデータからどのデータを読み取れば何%の影響があった、或いはないと

いうふうに読み取れるのかが、ちょっとわからないです。記述的にある自然変動の中にあ

る、或いは影響はないと思われるというような解釈はされていますが、それが数値的にど

ういうふうに評価されているかというのはちょっとこの解釈からは読み取ることができな

いと思います。 

先ほど水質等の対策では大変大掛かりな水質処理施設等を設けておられますけれども、水

位計というのはそれほど大きな経費が掛かるものではないので、おそらくこの月 1 回の流

量観測を発注するよりはひょっとすれば、安い経費で常時モニタリングができる可能性も

ありますし、或いは国交省が設置している、早川町ですかね、山梨県ですかね、水位観測

所のデータが過去からあるものはわかりますので、そういったものを利用するとか、必ず
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しもこの、新設ですべての川にというわけではなく、既存のデータがあるものもあります

ので、そういった部分は、労せず得ることもできると思いますので、そういったところで

きちんとですね、科学的な評価に耐えうる手法をもってして、評価するということが望ま

しいと考えます。 

 

（議長：坂本会長） 

この話題はちょっとこれ以上やってもあれですけど、普通、例えばこれしか測定してなか

ったとしても、無理矢理ですけど、これで 1 年間の流量を出して、降った雨との関係で流

出率みたいなのを出すとか、それで雨の強度、雨の絶対量の関係を出すとか。いろいろ数

値的にはちょっと 12点ですと、苦しいですが、やりようはある。そして岩田さんがおっし

ゃったように、他の場所、例えば、県で測っているこの場所の何%ぐらいのとこでいつもき

ていたと、それが、％が増えたとか減ったとかそういうことでも、ある程度変化はわかる

と思うので、色々ちょっとご検討いただいたほうがいいのではないかと思います。はい。 

ＪＲ東海さんが、これでやられているというのがちょっと私も不思議ですけど、うちの県

だけじゃないので、他の県も含めて、なかなか、見る人が見ると色々話が出てくると思い

ますので、これは余計なことかもしれませんけども、ご検討していただいたほうがいいの

ではないかと思っております。これはもうこれ以上やってもあれですね。 

では他の件はいかがでしょうか。 

 

（田中委員） 

全ての意見ですか。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。全てで結構です。説明は限られていましたので。 

 

（田中委員） 

今ご説明いただいたものとは違いますが、この大きな紙でいうと 3 ページ目の下の方の

47、48の辺り。 

発生土の話を教えていただきたいのですが、今、県内で発生する本坑とそれ以外の色々な

細いものですね。それを合わせて、発生土の置き場所が決まっているもの、既に置いてあ

るものも含めて、は大体何%ぐらいですか。 

今の時点、本坑の方はまだ少ししか始まってないのですよね。 

だから今の時点で、ということは結構な部分がそれ以外のもののパーセンテージになるの

かもしれませんが、大体何%ぐらいの置き場所が確定してるのでしょうか。 

置き場所というか、使い道というか行き場所が、です。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 
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すみません。まずちょっと本坑と非常口坑とを分けた数字を出せないものですから、総量

でご説明させていただきますと、中間報告書の 5－1というページに、少なくとも各非常口

から出てくる量についてだけは記載をさせていただいてございまして、早川東非常口から

94（万m3）。早川非常口から 84（万m3）、それから広河原非常口から 148（万m3）とい

うことで、合計が今、326万m3を見込んでいると。 

これは、早川町内から発生する土というのがまず 326 万（m3）を見込んでいるという状

況です。 

このうち、早川町内の塩島地区発生土置き場というのがまず 3万（m3）。それから早川・

芦安連絡道路事業という山梨県さんの事業の方に 120 万（m3）、お使いいただくというお

約束をいただいています。 

それから西宮地区造成事業というものにつきまして 10万（m3）。 

 

（田中委員） 

ちょっとそれを全部羅列されても、なかなか頭の中で理解できませんが、この前現場を案

内していただいたときに、どなたかがＪＲの方がコンサルの方かゼネコンの方かわかりま

せんが、山梨県内について言えば、3割ぐらいが大体決まっているというふうに発言があっ

たかと思いますが。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

そういうふうにいきますと、早川町内から出るのは大体 5 割くらいは決まっていて、330

（万m3）の内、150（万m3）ですね。早川の中から出てくるものでそういうことですね。 

 

（田中委員） 

それで、本坑の方もこれからそのどれぐらいの土が予想よりも上回るかというのはわから

ないわけですよね。そうですよね。 

それがちょっと土台にありますが、ここで書いたのは、申し上げたのは、47 番の、発生

土置き場について位置、規模、期間、発生土の成分等々の発生土に関する情報、タイムリ

ーな情報、これを例えばグーグルマップなどのような、誰でもぱっと見られるようなもの

にタイムリーに、ＪＲ東海さんのページのどこかを、こちょっとやると、ぱっと見て、そ

れが随時誰でも見られるようにできないかと、そういうお願いなんですね。それが環境問

題かどうか全くわからないけれども、環境問題を及ぼす恐れはかなりあるわけです。 

ここは日本で、山梨県ですが、私がカリフォルニアでアセスをやっていた時は、あの山一

つぐらいができることに対してアセスがかかります。どれぐらいのトラックが行き来する

のか。 

だから今のこのＪＲ東海さんのこのリニアのアセスっていうのは最初から最後まで、もの

すごいざっくりな、とても国際社会では考えられないレベルのざっくりアセスです。 

その中で、本当に問題点を上げていけば、もう植物とか動物に関しても、いっぱいあると
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思いますが、今とりあえずここではっきり申し上げておきたいのは、お願いしておきたい

のは、その 1 個 1 個の開発事業ぐらいのレベルである残土の山ができるっていうこと、そ

れから、それがまた将来どこかに移動されるというようなこと。 

それに対して、アセスをしろとは言えないので、できるだけ情報を県民が瞬時でわかるよ

うな情報（公開）の仕方を考えてください。グーグルと言ったら、グーグルは何か権利が

あって使えないみたいなお話がありましたが、調べたら、使えるみたいです。 

ですからぜひそういう創意工夫或いは国土地理院のものがあるかもしれないし、創意工夫

をして、できるだけわかりやすい表示をしていただけたら、よろしいと思います。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

この点につきましては、答え自体が非常に簡素に書いてしまいましたが、先生から現地で

もお話をいただきましたし、10月 12日もお話をいただいたということで、会社の方に持ち

帰りまして、今、グーグルのお話もございましたが、帰って確認をいたしましたら、今弊

社の方の路線図があるかもですね。グーグルのように、あそこまで拡大できるかはちょっ

と別ですが、路線の航空写真をかなり拡大できるようなものを、今ホームページに掲載し

ているというような事実もあるようでございます。 

ですので、さらにそれをちょっと改良をして、先生がご期待されておられる、例えばタイ

ムリーという部分でございますとか、そういったことに、どこまでご要望にお答えできる

かは別ですけれども、そういった、そもそもうちの方にベースがございますので、そうい

ったものも活用して、いただいたご意見をできる限りのことはやれないかということで、

今はもう既に会社の中で検討に入ってございますので、ちょっと簡単に近々、今回の知事

のご意見が出るまでにご回答できるっていうことにはならないかもしれませんが、十分検

討して、やる方向で今一生懸命検討しておりますので、そのようにご理解いただければと

思います。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。他にいかがでしょうか。 

 

（工藤委員） 

日本気象協会の工藤です。 

今の田中先生のお話にも関連しますが、今後、残土の運搬が一体どのぐらい増えていくの

かというのが、明らかでないということで非常に不安を覚えます。この地形上運搬に使う

ことのできる道路が県道 37号、これに限られると思いますが、この道路 1本でその残土の

移動もありましょうし、新たに、山が作られることも出てくると思いますが、この県道 1

本で一体どの程度の運搬車両が運行することになるかということについて、この意見整理

票でいくと、3番のところで関連したことを質問しまして、車両の通行台数の上限を定めて
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と書いてありますが、その上限が何の観点で決めているのかということをご質問いたして

おります。 

その回答が山梨県土砂運搬適正化要綱に基づいてということですけれども、まずこの要綱

の内容がわかりませんので、これが、交通安全の観点もありましょうし、色々あると思い

ますが、この中に大気汚染の観点っていうものが入っているのかどうか。それから、これ

に基づいて、かつ、警察署と山梨県と協議して上限を定めると書いてあるりますが、山梨

県の県というのは一体どこの部署なのか、大気汚染について意見を述べられるような部署

が関与しているのかどうかということをちょっと教えていただきたいと思います。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

まずですね、山梨県さんはですね、県民生活センターさんと協議をするということでござ

います。 

ちょっと大変恐縮ですが、要綱につきましてはどういう観点で作成されているのかという

のは、我々使う側になってしまいますので、ちょっとそこに大気汚染の観点も入ってるか

どうかというのは、大変恐縮ですけども、ちょっと我々としてはもうお答えしづらいとい

うかお答えできないところでございます。 

それで県さんの協議をさせていただいてるところは県民生活センターさんだということ

だけのご回答でご容赦いただければと思います。 

 

（議長：坂本会長） 

ということはまた条件の具体的な値は定めてないという理解でよろしいですか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

まず評価書の中に、当時、平成 26 年の時の評価書の中に片道 465 台という数字をお示し

をさせていただいておりまして、まず一つ、これがここに書いてございますように、それ

を超えないようにということでございます。それがまずその一つの上限ということでござ

います。 

その中で、その 465台というその、我々が設定した数字の中で、今度はその今協議先でご

ざいます、その県さんでございますとか早川町さん、それから警察さんなんかとの中で、

ここからここの区間は何台持って行きますよ、ここからここの区間は何台持って行きます

よっていうお話をさせていただく中で、じゃあそこはこういう格好でという協議の数字が

出てきて、それを守らせていただくというような格好になってくるということになってき

ます。 

今、実際に、もう聞き取りでは事前にそういった協議をさせていただいて、ちょっと今こ

の場でどこに持って行くときに何台という協議が整ったかということは、すいません、持

ち合わせていないのでご容赦いただければと思いますが、例えば広河原から塩島のどこど

こに持って行く時には何台ということを、そういった場所で協議をさせていただいて、そ
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の台数をもって運行させていただいているということでございます。 

 

（工藤委員） 

県民生活センターは大気汚染関係の管理ができる部署でしょうか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

すみません。事業者からはちょっとそこもお答えしかねるということで、わからないとい

うのが実態のようでございます。 

 

（議長：坂本会長） 

環境については大気水質保全課ですけど、他にも警察が絡むは、色々絡んでるので、それ

を併せて協議したっていうことでは少なくてもないですよね。 

みんなが集まってそういう協議、だからこちらのこの部署とあっちの部署が入ってきて協

議したという話ではないですよね。 

 

（事業者：ＪＲ東海 安藤氏） 

我々は今申し上げた部署さんに個別に全部伺っているところもございますし。大変申し訳

ございません。県民生活センターさんにお持ちすると、そちらの方が全部今関係する、そ

ういう警察さんであるとか色んな部署さんに、後、関係市町さんなんかにも説明をいただ

いた上で、最後に我々の方に許可をいただけるような仕組みになっているようでございま

す。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。森林環境部に行ったのかどうかちょっとわかりませんけど。 

ではどなたか。 

 

（工藤委員） 

片道 465台っていうのは、いずれにせよ条件の絶対値だということですね。その実績って

いうのはしっかりモニタリングされていることになっていますか。 

 

（事業者：ＪＲ東海 市瀬氏） 

市瀬と申します。環境アセス上の前提となる上限値を 465台と設定しております。その内

のりの中で、例えば早川非常口から塩島発生土置き場まで 1 日片道当たり何台という土砂

運搬適正化要綱に基づく届け出を出しまして、そのルートの都度、許可をいただいて運搬

しております。その要綱の上限値の中に収まるように管理をして、日々の発生土運搬を行

っているという実態でございます。 

 



19 

 

（工藤委員） 

そうしますと、車の上限値が縛りとなって、工事計画が各非常口で遅れていくっていうこ

ともあるということですね。 

 

（事業者：ＪＲ東海 市瀬氏） 

そうならないように、必要があればその土砂運搬適正化要綱に基づく届け出値を改定する

という作業を行います。 

当然それは 465台の中に収まるようにやるわけですけれども、工事の運搬台数が、実状申

し上げれば工事の実状に伴う運搬台数がその土砂運搬適正化要綱で制約がかからないよう

に、必要であればその要綱に基づく届け出を都度更新していくということを行っています。

その台数は最大上限の 465台に収まるように当然管理しているという状況です。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。よろしいでしょうか。では他にご質問・ご意見いかがでしょうか。 

それでは石井先生お願いします。 

 

（石井委員） 

石井です。景観について、個々のものについてはお答えいただいていますが、ちょっとお

答えの仕方というか、お答えいただけたという感じがありません。 

書類上、何か問題がないようにきちっと作っていくっていう意味ではきちんと対応されて

いますが、肝心の、本来これ何のためにやっているのかという、景観に対する影響を少な

くするにはどうすればいいのかというところへ話が繋がらないような感じがします。例え

ば他の事業ですと、評価書に至る段階で色々な絵とかものを、資料を出していただいて、

こういうふうに最小限化、影響を最小限化していきましょうというような話でやってきて

いると思いますが、この事業に関しては色々なことがまだ決まってないので、それぞれが

決まった段階で検討しますとなっていて、先ほども保守基地に関してはこれから決まった

ときに、資料を作りますというお話でしたが、そうすると、これも以前にも多分、別の担

当者の方の時にお話ししましたが、こうなりました、それで影響はこんなふうにあります、

で結局終わってしまいます。 

そこからどうするのかというところが今回も見えてきてない。前回ちょっとお願いしまし

たが、例えば全線をフードじゃないっていうお話だったので、じゃあフードあり、なし、

遮音壁でそれぞれどんなふうになるのかとか、フードってまだ他に改善案はないんですか

とかというのは、それはやらないと書いてあるってことは、影響はわかるけど、改善はで

きないっていう結論になるわけですよね。 

それ、これやっていて、では、後はもう書類しっかり作りますしかなくなってしまうので、

何かそこら辺の、少なくとも、これから決まる駅とか、それから保守基地とかに関しては、
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こうこうこうして、こういうふうに改善できましたっていうなんかストーリーがわかるよ

うに作れないですか、というのが希望だし、実際やってもらいたいということです。以上

です。 

 

（議長：坂本会長） 

はい、ありがとうございました。 

この後希少種をやって、その後知事意見ということなので、知事意見の時にまたご意見を

いただいて反映させるということもできるかと思います。 

それでは、ご回答についてのご質問はこれで一旦締めさせていただきます。 

例によりまして、また時間遅れていますので、また5時頃までよろしくお願いいたします。 

続きまして、まだご意見があるかと思いますけど、また後でということにさせていただい

て、次は希少動植物に関する審議に移りたいと思います。 

冒頭にお伝えしましたように非公開で行いますので、報道関係者及び傍聴人の皆様はご退

出ください。どなたかいらっしゃいますか。405の部屋を取っておりますので、そちらでち

ょっとお待ちいただきたいと思います。  

 

【議題１ 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境離京評価書」に係る中間報告書に

ついて 希少動植物に係る審議 非公開】 

 

（議長：坂本会長） 

よろしければここまでで、この後は、知事意見に入ります。その時にまたいろいろご意見

いただいて、なるべく知事意見に反映させていきたいと思っております。 

ここで、一旦退出いただいた方々にお戻りいただきます。 

 

退出いただいた方、お待たせいたしました。それでは、後半に入りたいと思います。ここ

までのところで、前回の委員会からの意見ご質問に対して、事業者側から回答いただいて

議論したということです。 

この後からは、今回の審議の中心となるものですけど、中間報告書に対する知事意見をま

とめていきたいと思っております。 

この案件については今日で審議が終わりますので、後でまた手続きの流れのご説明がある

と思いますけど、この時間内に意見がおありでしたら発言いただければと思います。 

では最初に事務局の方からのご説明でしょうか。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局：甘利副主査） 

知事意見骨子についてご説明いたします。 
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今回の手続については、平成３０年１０月１１日に住民意見の概要とその見解について、

事業者から報告がありました。 

この日から９０日で知事意見を述べるため、意見の期限は平成３１年１月８日となります。

これに向けて、知事意見をとりまとめていく予定でございます。 

まず、資料１の１～５ページ御覧いただきたいのですが、前回審議会時のご意見、６ペー

ジに関係市町からの意見、７ページに庁内関係課及び住民意見を記載してございます。 

各意見の右の欄に、事務局整理と知事意見に反映する場合の知事意見の項目がございます。

それぞれのご質問、ご意見に対して、事業者からの回答を得ておりますが、主に説明が不

足していると思われるものに関し、知事意見に反映をしております。 

委員の皆様からの意見からは、No.８~１０の水資源、No.２４，２９～３１の植物、No.

５３の発生土の項目においての意見としております。 

その他、ご意見をいただいておりますが、事業者の回答をもって、と整理させていただい

た箇所がございます。 

 

６ページの関係市町の意見では、今回の中間報告の工事箇所が早川町内のみであることか

ら、個別的な内容としては、早川町さんの大気、騒音、振動に関し発生低減措置を引き続

きしてもらいたい、水資源に関し引き続き適切な工法での工事実施と水量等のモニタリン

グの実施、地下水枯渇の場合は代替水源の確保ということが出されておりますので、個別

事項に反映させております。 

その他、事業実施にあたり、地域への丁寧な説明や対応を求める意見が甲府市さん他から

出されております。これについては、冒頭のはじめにの部分、全般事項の部分に反映させ

ております。 

つづきまして、資料 2を御覧ください。 

知事意見骨子でござます。 

左側の列が意見の内容で、右側の列が根拠とした内容です。右側は実際の知事意見には載

せない部分です。 

まず、はじめに、の部分では、今回の中間報告手続において、関係市町や住民から、騒音、

振動等に関する多岐にわたる意見が出ていることから、環境影響評価制度の趣旨を再認識

していただくという形で記載しまして、内容としては、今回の中間報告書手続において、

関係市町長や住民から、騒音、振動、水資源、景観、住民の生活環境の保全など、多岐に

わたる意見が出されている。事業者においては、こうした地域の不安解消のため、関係市

町等に丁寧な説明を行い、引き続き、地域への環境影響の低減に努めること。 

としております。 

次に全般事項の意見です。 

事業実施にあたっては、地域住民に対し十分な情報提供を行うとともに、要望、苦情等が

あった場合は迅速かつ誠実に対応すること。なお、中間報告書において、環境保全措置の
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実施状況について、内容を確認できる資料が不足しているものがあるため、今後は、より

具体的な記述と充実した資料によりわかりやすい報告書とすること。 

こちらの根拠としましては、関係市町長からの意見では、特に地域住民への誠実な対応を

求める意見が多く出されていることと、中間報告書において、環境保全措置の実施状況に

ついての説明不足が見受けられるためというところでこの意見としております。 

次に個別事項の方、大気です。環境保全措置である低振動型建設機械及び低炭素型建設機

械について、流通台数が少ないことを理由に未導入であるが、今後は積極的に採用するこ

と。こちらについては、環境保全措置としている低振動型建設機械及び低炭素型建設機械

について、流通台数が少ない事を理由に、未導入の状況であることからの意見です。早川

町さんからも同じような意見が出ているところです。 

続きまして個別事項、水資源です。湧水の水量及び地表水の流量の調査において、降雨等

による自然変動が大きく工事の影響を把握することが困難であることから、調査や評価の

方法について再検討すること。 

これにつきましては、湧水の水量及び地表水の流量の調査について、工事前と工事中の流

量を比較し、変動は主に降水量の影響であると、中間報告書の中で書いてあり、自然変動

による変化が大きいことから工事の影響を工夫することは難しいというところで、この意

見となっております。早川町の方からも水資源については意見が出ているところです。 

続きまして個別事項の植物について。植物を移植したにもかかわらず、一部が消失してし

まったことから移植場所の選定にあたっては、生育環境に加え、動物による食害など外的

な影響についても十分考慮し、食害防止柵などの必要な措置を講ずること。 

これについては、移植後の植物の消失理由に、動物による食害、清掃作業による除草など

があり、事前の対策ができた可能性があるためです。 

続きまして、個別事項の発生土です。 

発生土置き場（仮含む）の全体的な計画が明らかでないことから、発生土の搬入・処分に

ついて、現時点での計画及び今後の見通しについて示すこと。 

これについては評価書手続時から現在まで、発生土の全体的な処理計画が示されていない

というところです。 

先ほど事業者からも説明がありましたが、早川町内から生じる発生土は 326万立方メート

ルこれについて、行き場が決まっているものについては、塩島地区発生土置き場に入れた

ものが 3 万立方メートル。道路事業等で使用するものが 141 万立方メートル。搬入先が未

定なものということで、残りが 182万立方メートル。 

これらの知事意見については、上記知事意見に対する見解を報告するとともに、事業者ホ

ームページで公表されること。 

としております。 

 

（議長：坂本会長） 
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ありがとうございます。 

最初言い忘れましたが、ここからは委員の審議会で、事業者の方には、ここで退出いただ

いても結構です。ただ公開ですので、一般の傍聴として見ていただくのも結構です。 

ただ一般傍聴人ですので意見等はお控えください。 

それでは、皆さん、今回の資料 1で皆さんの意見の他に関係市町長、住民意見も含めて書

かれておりましてそれぞれについて、事業者の方からの回答もあるということになってお

ります。 

多岐にわたりますが、事務局から、この資料 2という形で特に重要なところをまとめてい

ただいたということになっております。先ほどご説明ありましたけど資料 2 が、今後県庁

の中での議論を踏まえて知事意見として事業者に連絡が行くということになっております。 

この委員会としては、審議はこれが最後ですので、文章表現も含めてご意見がありました

らお願いいたします。よろしいですか。 

はいどうぞ。 

 

（佐藤委員） 

今日の希少の猛禽について、先ほど意見を言いましたけれど、書きぶりは知事意見として

は非常に難しい点があるかと思うんですけれども、中間報告ということであっても、今後、

本線の工事と、さっき皆さんご覧いただいたように、早川の部分で橋梁工事が行われると

いうことを考えると、慎重に慎重を期して、それでもまだ難しいのではないかと私は思っ

ております。 

相手は生き物ですので、何かできるにあたって、さっといなくなるとそれっきりですので、

戻ってきてと言っても戻ってきませんので、そこはやっぱり慎重に慎重ででして、これか

らの進捗ですよね。そのことを、知事意見の中に、あまり場所を特定するような書き方は

あれですけれど、折り込んでいただければというふうに考えます。 

 

（議長：坂本会長） 

はい、ありがとうございました。 

先生がおっしゃられたように、この中間報告その１ついての知事意見ではあるんですけど、 

中間報告書は次が 3年後と。毎年その年度の報告はいただきますけど、委員会でチェック

する場もございませんので、このその１についての意見の中で、今後のことについて、注

意していただきたいということがあれば、できるだけ組み込んだほうがいいかとは思って

おります。 

そういう面でも、資料 1の市町村の意見のところで甲府市からいろいろ出てきていますの

も、これから甲府市で工事が始まるようなところでその工事の内容について、この場では

検討する機会がないということになりますので、この場で言えることは言っておきたいと

いうふうに思っております。いかがでしょうか。 
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はい、では湯本先生。 

 

（湯本委員） 

文章表現ということがありましたけれども、はじめにのところで、下から 3行目、こうし

た地域の不安解消のため関係市町等に丁寧な説明を行いと言った場合、主語がない。やは

りそれぞれの市町村から多岐にわたり出ているということなので、その意見に対する対策

をという言葉がないと何について説明するのかっていうことが、ちょっと不明瞭になるの

ではないかと思います。 

 

（議長：坂本会長） 

事務局、何かよろしいですか。今、何か話しますか。それを考えて、反映させるというこ

とでよろしいですか。メモ、大丈夫ですね。 

 

（事務局：甘利副主査） 

内容がもう少し明確になるように表現を検討させていただきます。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。主語がないと。それから対策という言葉が入ってくるわけですよね。 

事務局もそれでよろしいでしょうか。 

それから、佐藤先生の件をちょっと飛ばしてしまいましたが、さっきの鳥の話、できれば

加えていただく方向でお願いいたします。 

 

（事務局：渡辺課長） 

動物ということで不確実性とかいろいろわからないところもあるので、結論については非

常に慎重に取り扱うし今後も慎重に対応する必要があると。そういう趣旨でよろしいでし

ょうか。 

 

（議長：坂本会長） 

佐藤先生、よろしければ後で文章を見ていただくことができますか。では、そうしてくだ

さい。 

はい他にいかがでしょうか。 

 

（田中委員） 

ちょっと質問ですが、ここで、知事意見に対して要望して、それは、話が帰ってくるわけ

ですか、こういうふうに直しますっていうふうに。それとも今日、意見言いっぱなしであ

とは県に、事務局に任せるということですね。 
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（事務局：渡辺課長） 

はい。当然課内とかですね、庁内で検討いたしますので、その過程でまた表現等も含めて、

ご相談にのっていただきたいことは、ご相談させていただく中で、その都度情報の方はフ

ィードバックさせていただきたい。 

ただ知事意見と出すものにつきましては、庁内合意が必要ですし、そのものについては、

県の方で最終的なものは一任とさせてもらいたい。 

 

（田中委員） 

そうすると、例えば今の、県でぜひここしかいないというイヌワシ一つとってもですね、

イヌワシに対して具体的に、例えばどういうモニタリングするのかとか、どういう対策を

するのかとか、で、それをどういうふうに情報開示するのかとか、そういうところまで言

わないと、丁寧に扱ってください。はい。丁寧に扱います。それってほとんど何の意味も

ないことですね。そういうやりとりをやっていても。だからここで言うのは、やっぱり問

題がたくさんあると大変だけど、特にイヌワシはシンボル的なところもあると思いますの

で、イヌワシに対して、もうちょっと何か具体的なアクションを意見として書いて、それ

を実行していただく、というところまでこの委員会でやらないと。あとよろしくお願いし

ますでは、多分何もならないと思います。どうでしょうか、事務局。 

 

（議長：坂本会長） 

まず前提として知事意見を出したらそれへの応答というのはちゃんと県の方でチェック

するということが一つあると。ただ、それを待ってなくてこの段階でしっかり具体的なも

のをお願いしたいということでしょうか。 

 

（田中委員） 

できれば佐藤先生にもちょっと具体的に最低これだけはみたいなものを出していただく

方がいいんじゃないか。 

 

（佐藤委員） 

状況がどこまで書くかわからなかったので、ああいう曖昧な表現でしましたけれども、や

はりイヌワシそのものは山梨県で唯一本当一つしか確認できないでしょうから、希少なイ

ヌワシの生態をおびやかさないような工事をきちんとするということがまずながれですよ

ね。 

そのためには、不確実なことに関して、今回、報告が事業者さんからあったように、イヌ

ワシの影響でクマタカがいなくなったからとかそういうことではなくて、やはり誰がどう

見ても、あの谷底に橋梁がかけられる工事が行われることに関してはイヌワシがただで済
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まないことは直感的に大体わかりますよね。 

そのことをきちんと知事意見に入れていただかないと、ということになりますね。 

いなくなった時に騒いでもなにもならないことですので、そこをどう表現していただくか、

他の個別の事案との書きぶりがありますが、あまりここでボリュームをさけないでしょう

けれども、クマタカ以上にイヌワシのことがきちんと県知事が、分かるように書いていた

だければ大変ありがたいというふうに思います。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。ということもありますので、佐藤先生にしっかりみていただく。 

知事意見出したら今度はそれに事業者がどう対応するかということは事務局の責任でも

ありますので、そういう目で、ちゃんと答えてもらえるような書きぶりということになる

のかもしれません。よろしいでしょうか。 

はい。では石井先生お願いします。 

 

（石井委員） 

今の続きで、文言のところで、こうした地域の不安解消のためという表現がありますが、

これ不安解消のためではないですよね。 

JR さんがきちんとやっているけれど、説明が足りないから不安だったからきちんと説明

してねと、こういう意味になるので。そうでなくて、地域が正しい意見を示すことができ

るようにきちんと資料を作ってくださいということだと思います。 

つまり、正しい情報があって、初めて正しいことがこちらから返せるという意味合いでな

いと、ここがおかしいのではないかと思い、そこの表現を直してくださいというのと、つ

づいて、景観の方の話も、先程言いましたけれど、今回までに新たに具体化したことにつ

いて、最小化の検討をどういうふうにしたのかということを具体的に示してくださいとい

うことをお願いしたい。入れていただけるかどうかわかりませんが、お願いはしたいとい

うことと、それからもう一つ細かいことになりますが、庁内関係課のところからはちゃん

と回答がありますが、先程ブルーシートを使っていますというお話ですが、茶色のシート

が製品としてあるので、最大限それを使う努力をしてくださいというのはどこかに入れて

いただきたいなと思います。なんとなく、すべてをはじめにと全般事項の中に軽い感じで

入っている感じがするので、もう少しきちんとというふうに思います。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。よろしいでしょうか。 

特に事務局側で問題がなければ、委員会としては入れる方向でお願いすることになります

が。 
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（事務局：甘利副主査） 

ブルーシートに関しては、事業者さんの方からちょっと話を伺っておりまして、茶色のシ

ートはあったと。ただ、規格というか、すぐ入手できるというものがなく、注文生産なの

で、かなり大量なロットの発注になってしまうので、なかなかコスト的に難しいというお

話を聞いております。 

 

（田中委員） 

それはどういうことになるのでしょうか、それを県から僕らが聞くというのは。 

 

（事務局：甘利副主査） 

そういった理由ですので発生土置き場の仮置き場のところに工事中にかけることについ

て、茶色のものというのは難しいということでした。 

 

（議長：坂本会長） 

ブルーシートはちょっと置いておいて、石井さんの意見の前のところですよね。 

 

（石井委員） 

それももちろん。 

 

（田中委員） 

ブルーシートは、僕も前に意見を書いてありまして、先程コメントしませんでしたが、ブ

ルーシートを遮水シートとして使っているとしたら、ブルーシートは水の透水性がありま

す。漏れたら困るのか、漏れないようにしないといけないのかそれはわかりませんが、遮

水シートではないということです。私もいろいろビオトープを作ったり、屋上緑化をやっ

たりと、いろいろやっていますが、ブルーシートでは水が止められないんです。それはた

だの情報ですが。 

よろしいですか、次に移っても。結局、先程のイヌワシの話ですが、どういうふうにすれ

ばいいというのは神様でないとわからないわけなので、結局、環境アセスメントの半分以

上の大きなところは情報開示だと思っています。 

だから、随時、変わっていくイヌワシだとかクマタカの情報をどこかに開示しなさいと。

モニタリングして、そういうことをまず開示。で、いなくならないように何とかしなさい

と言っても、それが何かがわかるのであれば今わかるわけですけど、わからないので。そ

の事前の策として、その情報開示をきちんととやるということがまず書かれること。それ

も随時です。 

モニタリングが一つで、それを、さらに言うと、私の意見では書いてありますがウェブみ

たいなものをうまく使って情報開示をしたらよいのではないかということがあります。 
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続けてお話したいと思いますが、まず個別事項の水資源のところで、流域単位で、ある

程度把握する必要があるのではないか。水の質的変化だけでなくて、量的な変化、つまり

流域ということは、結構広いです。でも流域に影響を与えるかもしれないわけですから。

流域単位での評価ということも、念頭に入れて情報開示をして欲しいと思います。 

個別事項の発生土のところは今ここで文章を考えてみたので、いいですか。 

発生土置き場（仮含む）の位置、量、成分、期間、移動方法の全体的な計画及び実態。計

画は、もう、今、聞いている時間ではないです、今もどんどんどんどんできているわけで

すから、計画をここで聞いていたら何の意味もない。及び実態が明らかでないことから、

その発生土云々は取ってしまって、これらの情報について、最新の情報がタイムリーにわ

かるように、タイムリーかつ県民が容易にアクセスできるように、ウェブ上の地図を利用

し、情報開示することのような言い方。タイムリーとかそういう日本語がいいのかどうか

わかりませんが、その辺を作っていただければと。 

これは技術的には本当に情報さえあれば、一瞬でできることです。うちの研究室ではそう

いうのをいろんなところで作っていますけれども、一瞬でできますから、情報さえあれば。

よろしくお願いします。 

 

（議長：坂本会長） 

この資料の一番最後にホームページ云々と書いてあって、そこをちょっと充実して、情報

開示をそれぞれ適切な時期にちゃんとしっかり早めに開示するということも含めたような

表現にすれば、まずはできているかな。それから水資源について流域という言葉が入ると

考えていただければ、いいのかと思います。 

発生土については、今、案をいただきましたので、それで考えていただく。 

それからさっきの景観について石井さんに、この書きぶりに合わせた案をいただくように

お願いしましたので、それを見た上で、ここに入れるかどうかとさせていただきます。 

はい。どうぞ。 

 

（福原委員） 

ちょっと僕の専門から少し横にずれてオーバーラップした景観についてのことを含めて

お話したいのですが。それはともかくとして、関係者の方々が我々委員のために現地調査

を 1 回で済むのを 2 回やらしていただいて、先週、あれだけのために、大勢の人数で案内

していただいて大変ありがたかったと思っております。ご苦労様でございます。 

その時もいろいろフランクにお伺いしましたが、特に、この今、早川地区といいますかト

ンネル掘削等々に関して、私の専門の騒音の部分よりも、景観なり発生土の置き方が大変

気になった次第です。 

報告書でまたそれから中間報告書のそのキーワードですべて仮ということが入っており

ます。その仮というのが入っているのは、人によって受け取り方が全然違いますが、この
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仮というのを期間に考えた時に、すべてのスケジュールがスムーズにいけばそう問題はな

いのかもしれませんけれども、現場でいろいろ見たりしてそれなりのご意見を伺ったとき

に、景観から見たときに、仮だからそこまでは配慮しないとか、そんなに長くないから、

この程度にしておりますとかいう言葉がよく出ました。そういうことでいったときに、本

当にこのままでいいのだろうかという疑問を抱くような点が部分ごとにございました。 

特に気になった一つは、もうほとんど終わりに近いのでしょうが、南アルプス邑野鳥公園

の早川に吊橋が架かっていて対岸にそういう公園があって、大変興味がありましたので、

吊り橋を半分くらいまでいって、仮置きという一般残土の置き場を見ました。 

そうしましたら、早川の沿道といいますか河川の流れの擁壁の上に、それなりに時間をか

けて植栽、植栽といいますか樹木だとか草木がバランスよくあって、自然の景観が保たれ

ているところに、あるところに突然幾何学的な形状のものが、そういう緑の部分を全く撤

去してしまって作っていると。それで、それに対しての形状だとか、或いはシートなんか

も私どもが例えばよく町中で見る防音シートをそのままカーテン状に架けていて、何か、

もう少し景観を含めて（考慮してもらいたい）。景観ということはその形状と色彩です。そ

の仮というのが、果たして数年で済むのか。へたをすると仮が 15 年 20 年になってしまう

可能性があるのではないかと思います。そう思いたくないですが、その仮がそのままで半

永久というとオーバーですけど、仮とは言えないぐらいに、二次的な移設だとか、使用の

条件が変わってくるために置かざるを得なくなってくるということも随分懸念されます。 

そういう視点から、もう少し、最終的に知事意見骨子の中に、より具体的に今のような部

分をぜひ入れていただきたいし、これは委員としては、知事がもし景観の部分で、そうい

う何か一つの意見を作るのであればその辺のところも本当に考慮していただきたい。本当

にそういうふうに思っております。 

以上です。 

 

（議長：坂本会長） 

はい。ありがとうございました。 

他にご意見いかがでしょうか。 

 

（田中委員） 

さっきの意見の補足ですが、中間報告書にその中身例えば発生残土の何か載せてください

ということじゃなくて、中間報告書に今後そういうことを随時、ちゃんと開示していきま

すよっていうことを書くようにしてください。だから、中間報告書は一過性のものですか

ら、その時に、そのクマタカもちゃんとモニタリングしていきますよと、違いますね、イ

ヌワシですね。とか、そういったこと。そういうことをちゃんと書きましょう。 

だから継続的な意味を持たせるように、知事意見をちゃんと作らないと、一過性になりま

すよね。中間報告だけになる。それだったら意味がないと。 



30 

 

 

（議長：坂本会長） 

情報のことについては、今この資料だと、上記知事意見に対する見解を県に報告するとと

もに、事業者ホームページで公表するという書き方になっていますが、そこに随時という

言葉とか継続的にという言葉を入れるということで、ある程度対応できるかなと思います。 

はい。ほかに。 

 

（岩田委員） 

皆さんおっしゃるようにもう少し具体的に対策をここで書き込まないと、それが事業者の

方に伝わらないということもありますので、水資源のところももう少し言葉を付け足す方

向でご検討いただければと思います。 

まず、工事の影響を把握するというところですが、現状では定性的な記述に終わっていま

すので、定量的に評価するという表現をご検討いただきたいと思います。 

それから、大気のところは機械の名称までが挙げられていますので、そういったことも踏

まえますともう少し踏み込んで書いてもいいのかなと。例えば先ほど田中先生がおっしゃ

ったように調査対象を、その影響が及ぶ範囲を網羅するような形で設定したほうが望まし

いので、今は調査評価の方法と書いていますけれども、調査対象それから調査期間、事前

事後が今は掘削の 1 年前から掘削後の 3 年間になっていますけれども、それでは地下水の

滞留時間を考えた場合にも不十分と思われますので、調査期間についても再検討が必要だ

と思います。私が何度も申し上げているのは、やはりこの散発的な観測では評価が難しい

ので、常時観測等も含めたといった、そういったような文言も入れる、或いは常時観測デ

ータというものが基礎にありますので、そういった活用等を含めたとか、そういったよう

な言葉を含めていく方向で検討いただければと思います。 

 

（議長：坂本会長） 

はい、わかりました。メモを取られていると思いますが、後でまた録音見てキーワードが

幾つか出ております。それを取り込むように、直していただければと思います。 

他にご意見いかがでしょうか。 

では時間も（来ていますので）、この場での議論というのは終了いたしましてこの場では、

この知事意見の大枠としてご了解いただけたということにさせていただきます。 

今日ご欠席な方もいらっしゃいますし、今日、何人かの委員は文面も考えていただくとい

うことを依頼しましたし、ご出席の皆さんにつきましてもさらにご指摘する点があったら

と思いますので、そういう必要点がありましたら事務局にメールでお送りください。ただ

し、これはいつまでですか。今のご意見を伺うとかなり手を入れないといけないので。修

正のためのご意見をいただけるのはどのくらいまでかと。1週間くらいでしょうか。 
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（事務局：甘利副主査） 

11月 29日、1週間後で申し訳ないのですが、追加のご意見をいただきたいと思います。 

 

（議長：坂本会長） 

それまでの作業として事務局には今のご発言にあったキーワード取り込みなどで作って

いただく。それから佐藤先生と石井先生にその部分をお願いしましたので、それもこの期

日に合わせて送っていただければありがたいと思います。 

最後に何かございますか。この審議会も当分ございませんので。 

 

（高木委員） 

自分の専門の部分ではそんなに大きな問題とはなっていないですね。 

ほんとに久しぶりに来させていただいて、今日の話を聞きながら、最初の時の報告書で出

ていたことがそのままわりと中間報告書でも残っている部分がたくさんあって、そういう

意味ではちょっと残念な部分もあるなと思っています。それはそれでしょうがないので、

今回のこの中間報告書に関して、今たくさん意見が出ていましたが、かなりはっきりとこ

ちらから記載してあげることによって齟齬がなくなるんではないかなという気もいたしま

すので、皆さんからそういう意見が多く出ていますが、なるべく具体的にはっきりと書く

ということに気をつけていただけたらと思いました。 

 

（議長：坂本会長） 

小林先生、何かございますか。はい。 

段取りとしては 29 日までに新しい案ができてそれを一日二日で皆さんに見てもらって、

庁内会議が 12月の初めに。最終的にはいつでしたっけ。 

 

（事務局：甘利副主査） 

知事意見の期限は 1月 8日です。 

 

（議長：坂本会長） 

1月 8日ね。時間はあるといえばあるということだと思いますので。ただ、年末年始が入

ってしまいますので、なるべく早めのご意見をお願いしたいと思っております。 

本案件については今回が最後ですし、この委員会ももしかしたら今年度最後かもしれない

と。任期も、最後かもしれないとうことで。最後に事務局の方から締めの言葉をお願いし

ます。ありがとうございました。 

私の方につきましては、終わりとさせていただきます。 

以上をもちまして本日の議題はすべて終了いたしました。委員の皆様におかれましては、

進行にご協力いただきありがとうございました。それから、言い忘れましたが、事業者の
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方、ご説明どうもありがとうございました。では、以上とさせていただきます。 

 

（司会：大谷課長補佐） 

坂本会長ありがとうございました。 

それでは 3、その他について事務局から説明いたします。 

 

（事務局：甘利副主査） 

事務局からは、先ほどもお話しさせていただきましたが 11 月 29 日までにということで、

こちらからメールを送りますのでそれに回答されるような形でお願いいたします。追加の

意見が 29日までです。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：渡辺課長） 

いろいろ貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 

修正点が多いので、またやりとりをしながら引き続き知事意見が完成するまでご教授いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

また今年度は 4回、4月から開きまして、今年度多分最後になるかと思います。 

また、委員の任期で、委嘱替えもございます。この間、いろいろ貴重な、本当に専門のご

意見ということで、なかなか県の届かないところ、非常に鋭いご意見ご指摘いただきまし

て、幅広い協力していただきまして、本当にありがとうございます。一言ですが、お礼を

申し上げさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（坂本会長） 

特に、委員を辞められる方もいらっしゃいますので、どうも長い間ありがとうございまし

た。 

 

（司会：大谷課長補佐） 

それでは、これをもちまして本日の技術審議会を終了させていただきます。 

長時間のご審議ありがとうございました。 


